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「さくら５４８号（Ｓ-１７編成）」の異音感知に関する申し入れ

７月１１日、１１時５８分頃、鹿児島中央発新大阪行き「さくら５４８号（Ｎ７００系

・８両編成、Ｓ-１７編成）が、新山口駅～徳山駅間走行中、異音を感知したため、運転

士が緊急停止させ車両の点検を行った。マスコミによると「車両を点検したところ異常が

なかった」ため、約３０分後の１２時２７分に運転を再開した。

東海会社においては、交番検査を周期延伸し、全般・台車検査の検査周期延伸の提案を

行っている。更には仕業検査の検査体制見直し等、安全を脅かす効率化を次々に行ってい

る。効率化は、要員削減の問題だけでなく新幹線の車両や設備にも影響を与えていると考

えられる。

今回の事故は、山陽新幹線内で起きた事故とはいえ東海道新幹線でも起こりうる事象で

あり、新幹線の乗客・乗務員の安全を守るためには事故の原因究明が必要であると考える。

よって、以下の通り申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．７月１１日のさくら５４８号の「異音感知」の詳細、原因を明らかにすること。

２．さくら５４８号の編成の検査履歴を明らかにすること。

３．「異音感知」のために床下点検を行ったのは車掌か運転士か明らかにすること。

４．床下点検を実施している間の当該の列車の安全確保、乗客の案内と安全確保はどのよ

うに実施したのか。明らかにすること。

５．床下点検の検査結果と走行可能の判断を行った理由を明らかにすること。

６．さくら５４８号の編成は、後日、鳥飼車両基地にて検査・修繕を行った。検査の結果

と修繕した箇所を明らかにすること。

７．検査・検修作業を担当した社員には、あらかじめ「異音感知」の詳細、点検箇所の説

明は行ったのか明らかにすること。

８．車両だけでなく設備、線路の点検は行ったのか明らかにすること。仮に点検を行った

ならばその結果を明らかにすること。

９．車両故障の詳細、原因は早急に社員へ明らかにすること。

以上


